
川崎市年度限定型保育事業実施要綱  
 

２８川こ保第２１４６号  
  平成２９年３月１７日  

 
（趣旨）  

第１条 この要綱は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第３

５条第４項の規定に基づき設置する保育所（以下「保育所」という。）が、保育所等を入

所保留となった児童を対象に、保育室等の空きを活用して、年度を限定して緊急的に一

時預かりを実施する年度限定型保育事業（以下「事業」という。）の円滑な実施を図るた

め、必要な事項を定めるものとする。  
 （実施主体）  
第２条 事業の実施主体は、事業を実施する保育所（以下「事業実施保育所」という。）を

経営する者とする。  
２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、事業の実施主体から除くものとす

る。  
（1） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。

以下「暴対法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。  
（2） 代表者又は役員のうちに暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）

に該当する者がいるもの 
（実施期間）  

第３条 事業の実施期間は、原則として事業の開始日から当該開始日の属する年度の末日

までとする。ただし、市長が必要と認める場合には、その実施期間を延長することがで

きる。  
（対象児童）  

第４条 事業の対象児童は、川崎市内在住の者で、保育所等を入所保留となった年度の初

日の前日時点で満１歳及び２歳の児童とする。ただし、事業の利用開始後、年度途中で

市外に転出した場合であって、引き続き家庭における保育が困難であるときは、市外在

住の者も対象とする。  
２ 事業実施保育所において、年度途中で利用定員に空きが生じた場合は、第１０条に規

定する利用期間の範囲内で年度途中からの対象児童の利用も可能とする。  
（実施要件）  

第５条 事業実施保育所の要件は、次の各号に掲げるとおりとする。 
（1） 開設後１年目、２年目等の保育所で、入所児童数が利用定員に達していない保育所

であること。  
（2） ４歳児及び５歳児の保育室等の空きを活用し、事業の対象児童を入所させた場合で

あっても、川崎市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年川崎

市条例第５６号。以下「条例」という。）第４５条に規定する設備の基準その他児童の

安全な受入れに必要な環境が確保されていること。  
（3） 職員の配置は、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３

５第１号ロ及びハに規定する基準を満たしていること。  
（4） 事業の実施日及び実施時間は、条例第４８条の規定を準用し、併せて、川崎市延長



 

保育事業実施要綱第２条第３号及び第５号又は第４号に規定する延長保育を行うこと。 
（5） 児童の健康診断等は、川崎市民間保育所の認可・運営基準に関する取扱要綱（以下

「取扱要綱」という。）第９条の規定に準じて実施すること。  
（6）  給食は、取扱要綱第１１条の規定に準じて実施すること。  

（事業の実施協議及び届出）  
第６条 事業を実施しようとする者は、毎年度、市長が指定する期日までに、川崎市年度

限定型保育事業実施協議書（第１号様式）を市長に提出するものとする。  
２ 市長は、前項の規定による事業の実施協議があったときは、その内容を審査の上、実

施の可否を決定し、通知するものとする。  
３ 事業の実施の決定を受けた者は、事業開始後速やかに、川崎市年度限定型保育事業実

施届出書（第２号様式）により、市長に届け出るものとする。  
４ 届出内容に変更が生じたときは、速やかに、川崎市年度限定型保育事業変更届出書（第

３号様式）により、市長に届け出るものとする。  
（事業の利用申請）  

第７条 事業の利用を希望する者は、毎年度、市長が指定する期日までに、川崎市年度限

定型保育事業利用（変更・解除）申請書（第４号様式。以下「利用（変更・解除）申請

書」という。）に、別表第１に掲げる保護者の状況に応じて必要となる書類、川崎市子ど

も・子育て支援法施行細則（平成２６年川崎市規則第７１号。以下「支援法施行細則」

という。）第６条第１項の規定に基づき交付された教育・保育給付認定決定通知書又は第

６条第２項に規定する支給認定証及び川崎市児童福祉法施行細則（昭和４７年川崎市規

則第６２号）第９条第５項の規定に基づき通知された利用調整結果通知書（保留）の写

しを添えて、事業実施保育所の長が指定する方法により申請するものとする。  
（事業の利用決定）  

第８条 事業実施保育所の長は、前条の規定による利用申請を受理したときは、川崎市保

育所等の利用調整実施要綱（以下「利用調整実施要綱」という。）別表に規定する利用調

整基準を参考に選考を行い、利用の内定又は保留を決めるものとし、利用の内定の場合

は、川崎市年度限定型保育事業利用調整結果通知書（第６号の１様式）により、保留の

場合は、川崎市年度限定型保育事業利用調整結果通知書（保留）（第６号の２様式。以下

「利用調整結果通知書（保留）」という。）により、保護者に通知するものとする。  
２ 保留の通知を行った場合で、その後の利用状況等の変化により利用の内定が可能とな

ったときは、前項の規定により、保護者に利用の内定の結果を通知するものとする。  
３ 前２項の内定の結果通知を受けた者は、川崎市保育所入所児童等の健康管理に関する

要綱に規定する入園前健康診断を対象児童に受診させ、その結果、当該児童が特に健康

管理上注意を要する場合には、川崎市附属機関設置条例（平成２７年川崎市条例第１号）

別表第１に規定する川崎市保育所入所児童等健康管理委員会（以下「健康管理委員会」

という。）の審議を経て、その結果を受けなければならない。  
４ 事業実施保育所の長は、前項の規定による入園前健康診断及び健康管理委員会の結果

を受け、利用の決定又は保留を決めるものとし、利用の決定の場合は、川崎市年度限定

型保育事業利用（変更・解除）決定通知書（第７号様式。以下「利用（変更・解除）決

定通知書」という。）により、保留の場合は、利用調整結果通知書（保留）により、保護

者に通知するものとする。  
 



 

（事業の利用決定後の手続）  
第９条 前条の規定による利用の決定の通知を受けた者が、別表第２に掲げる利用区分に

該当する場合には、利用区分に応じた提出書類を提出期日までに提出するものとする。 
２ 事業実施保育所の長は、前項に規定する提出書類が提出期日までに提出されない場合

には、第１２条に規定する利用解除決定を行うことができる。  
（事業の利用期間）  

第１０条 事業の利用期間は、事業の利用開始日から当該利用開始日の属する年度の末日

までとする。ただし、その期間内であっても、原則として、子ども・子育て支援法施行

規則（平成２６年内閣府令第４４号）第８条第３号及び第５号並びに利用調整実施要綱

第１２条及び第１３条に規定する保護者の状況に応じて定める期間を超えての利用は

できない。  
（事業の利用変更・解除申請）  

第１１条 事業の利用内容を変更し又は解除しようとする者は、変更又は解除しようとす

る月の前月の事業実施保育所の長が指定する期日までに、利用（変更・解除）申請書に、

必要な書類を添えて、事業実施保育所に申請するものとする。  
（事業の利用変更・解除決定）  

第１２条 事業実施保育所の長は、第１０条に規定する利用期間が終了となるとき、又は

前条の規定による利用変更又は解除の申請を受理したときは、内容を審査し、利用変更

又は解除を決定するものとし、その旨を利用（変更・解除）決定通知書により、保護者

に通知するものとする。 
（保護者の費用負担）  

第１３条 事業実施保育所の長は、事業の実施に当たって、保護者に別表第３に掲げる階

層区分に応じて基本保育料を求めるものとし、延長保育を行った場合には、別表第４に

掲げる延長区分に応じて延長保育料を求めるものとする。  
２ 事業実施保育所の長は、前項に規定する基本保育料、延長保育料その他事業を実施す

る上で保護者に負担を求めることが適当と認められるものを実費徴収できるものとす

る。  
３ 月途中で利用開始又は終了した者の基本保育料は、基本保育料に利用期間日数を乗じ

２５日で除した額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。 
４ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を目的として、市の要請により事業実

施保育所が臨時休園となった期間並びに市の要請により児童が登園自粛をした期間

並びに陽性者、濃厚接触者及びこれらに準ずる者として登園停止となった期間に係

る保護者が負担する基本保育料を減額する。  
 

（補助の対象及び補助金額）  
第１４条 この要綱に基づき補助金の交付申請ができる者は、第６条第３項の規定による

届出を行い、市長に受理された者とする。  
２ この事業の補助金額は、別表第５に掲げる事業の実施に係る基本補助額並びに別表第

６に掲げる延長保育の実施、別表第７に掲げる延長保育における障害児保育の実施、別

表第８に掲げる障害児保育の実施、別表第９に掲げる入園前健康診断の実施及び別表第

１０に掲げる新型コロナウイルス感染症に関する基本保育料の減額に対する補填に係

る加算補助額とする。  



 

（補助金の交付申請）  
第１５条 この要綱に定める補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に定めるとこ

ろにより、その申請を行うものとする。  
（1）  基本補助額を申請するときは、４月１日又は事業開始時に、原則として年度分を

一括して川崎市年度限定型保育事業補助金（基本補助額）交付申請書（第１１号様

式）を市長に提出するものとする。  
（2）  加算補助額を申請するときは、実績が確定後速やかに、原則として当該年度分を

一括して川崎市年度限定型保育事業補助金（加算補助額）交付申請書（第１２号様

式）を市長に提出するものとする。  
（補助金の交付決定）  

第１６条 市長は、前条に規定する申請を受理したときは、その内容を審査の上、速やか

に補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。  
（基本補助額の変更交付）  

第１７条 基本補助額に変更が生じたときは、３月末日までに、川崎市年度限定型保育事

業補助金（基本補助額）変更交付申請書（第１３号様式）により、市長にその申請を

行わなければならない。 
２ 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。  

（利用状況等の報告）  
第１８条 事業実施保育所の長は、毎月、市長が指定する期日までに、川崎市年度限定型

保育事業利用状況報告書（第１４号様式）により、報告を行うものとする。  
２ 市長は、前項に規定するもののほか、必要があると認められるときは、事業実施保育

所の長に、事業の実施状況について報告を求めることができる。  
（実績報告）  

第１９条 この補助金の交付を受けた者は、事業終了後速やかに、川崎市年度限定型保育

事業補助金実績報告書（第１５号様式）により、市長に実績報告を行わなければなら

ない。  
（補助金の交付決定の取消及び返還）  

第２０条 市長は、補助金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当すると認めるときは、

補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すとともに、補助事業等の当該取消しに係

る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずる

ものとする。  
（1）  偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。  
（2）  補助金を他の用途に使用したとき。  
（3） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行っ

た指示若しくは命令に違反したとき。  
（書類の整備等）  

第２１条 この補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした

帳簿を備え、かつ当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保管しておかなけれ

ばならない。  
２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する市の会計年度

の翌年度から、５年間保管しなければならない。  
（施設等利用費の支給） 



 

第２２条 市長は子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３０条の１１に基

づき、子ども・子育て支援法第３０条の４第３号に該当する本事業の対象児童に係る施

設等利用費（基本保育料及び延長保育料）について、事業実施保育所からの請求に基づ

き事業実施保育所に対して支給できるものとする。  
２ 施設等利用費については、子ども・子育て支援法施行令第１５条の６第４項に定める

額とする。  
３ 前２項の規定により施設等利用費の支給を受けた事業実施保育所は、当該児童に対し

て施設等利用費について減免措置を行う。  
４ 市長は、事業実施保育所又は保護者に虚偽の申請その他不正な行為があったと認める

ときは、施設等利用費の全部又は一部を返還させることができる。  
５ 施設等利用費の支給を受けた事業実施保育所は、減免措置の対象となった児童が退園

その他特別の事情により減免措置が不能となった場合は、市長の指示に基づき、当該児

童に係る施設等利用費を返還する。  
６ 施設等利用費の支給を受けた事業実施保育所は、減免措置の完了後、所定の様式によ

り、市長に対して実績報告を行う。  
７ 施設等利用費の支給を受けた事業実施保育所は、保育料等を減免したことを証する書

類を整備し、当該年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 
（委任）  

第２３条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、こども未来

局長が別に定める。  
（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還）  

第２４条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により

補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及

び地方消費税に係る仕入控除税額報告書（第１６号様式）により、速やかに市長に報

告しなければならない。ただし、事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一

支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、

本所等が消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部、本社、本所等の課

税売上割合等の申告に基づき報告を行うものとする。  
２ 前項の報告があった場合、補助金の交付を受けた者は、前項の仕入控除税額から補助

金の額の確定時に減額した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を控除した額を

返還するものとする。  
 
   附 則  

この要綱は、平成２９年３月１７日から施行し、平成２９年３月１５日から適用する。 
附 則  

この要綱は、平成３０年１月１日から施行する。  
附 則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  
附 則  

この要綱は、令和２年１月１５日から施行し、平成３１年４月１日から適用する。  
附 則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和元年１０月１日から適用する。  



 

附 則  
 （施行期日）  
１ この要綱は、令和３年２月１５日から施行し、令和２年４月１日から適用する。  

（補助の対象及び補助金額）  
２ 別表第５に掲げる基本補助額について、令和２年４月１日時点で保護者が対象児童に

係る育児休業を取得し、育児休業の復職期限を年度内における申し出期間において本市

が認める日まで延長し、令和２年９月１日以降において登園を開始しない場合には令和

２年９月分より補助対象から除外し、初回登園日から補助金を交付する。なお、月途中

で登園を開始した月の基本補助額については、基本補助額に初回登園日からの利用期間

日数を乗じ２５日で除した額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）

とする。  
（新型コロナウイルス感染症に関する基本保育料の減額について）  

３ 緊急事態宣言の発出等により、市が登園自粛要請をする場合には、その要請の内容等

に基づき別表第１０に掲げる各項目のいずれかを対象期間に関わらず準用することが

できる。  
 （提出期限について） 
４ 別表第２に掲げる利用区分ごとの提出書類について、事業の利用期間が令和２年度に

属する場合に限り、利用開始後３か月以内又は育児休業から復帰の場合は復職した月の

末日までに提出すれば足りる。  
 

附 則  
（施行期日）  

１ この要綱は、令和３年９月３０日から施行し、令和３年４月１日から適用する。  
（提出期限について）  
２ 別表第２に掲げる利用区分ごとの提出書類については、事業の利用期間が令和３年度

に属する場合に限り、利用開始後３カ月以内に提出すれば足りることとする。  
 （失効）  
３ 改正前の附則第２項及び第４項の規定は、令和３年３月３１日に限り、その効力を失

う。  
 

附 則  
（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年７月２８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  
 （失効）  
２ 令和３年２月１５日施行の附則第３項の規定は、令和４年３月３１日に限り、その効

力を失う。  
 

附 則  
（施行期日）  

 この要綱は、令和４年１１月３０日から施行し、令和４年４月１日から適用する。  
 
別表第１（第７条関係） 

保護者の状況  提出書類  
利用内定となった際に育児休業を 川崎市年度限定保育事業育児休業期間に関する同



 

切り上げることに同意する場合  意書（第５号様式）  
 
別表第２（第９条関係） 

利用区分  提出書類  提出期日  
育児休業等からの復帰の

場合  
川崎市年度限定型保育事業育児

休業等復帰証明書（第８号様

式）  
利用開始後１か月以内  

就労内定の場合  川崎市年度限定型保育事業就

労・所得証明書（第９号様式。

以下「就労・所得証明書」とい

う。）  

利用開始後１か月以内  
 

求職活動の場合  就労・所得証明書  利用開始後２か月以内  
起業準備中の場合  
（自営用）  

川崎市年度限定型保育事業就労

状況申告書（第１０号様式）  利用開始後２か月以内  

 
別表第３（第１３条関係）  

階層区分  基本保育料（月額）  第２子基本保育料

（月額）  
第３子以降基本保

育料（月額）  
Ａ～Ｃ１２  ２０，０００円  １０，０００円  ０円  

Ｃ１３～Ｃ１８  ４０，０００円  ２０，０００円  ０円  
Ｃ１９～Ｃ２３  ６０，０００円  ３０，０００円  ０円  
Ｃ２４～Ｃ２５  ８０，０００円  ４０，０００円  ０円  

※１ この表における階層区分は、支援法施行細則別表第２に規定する階層区分の定義に

よるものとする。ただし、同表中「教育・保育のあった月の属する年度分」とあるのは、

「利用のあった月の属する年度の前年度分」とし、年度中は変更しないものとする（以下

「別表第５」において同じ。）。このほか、階層区分の決定にあたり、「利用のあった月の属

する年度の前年度分」とすることが困難な事由があると認められるときは、「教育・保育の

あった月の属する年度分」とすることができる。  
※２ 第２子基本保育料とは、対象児童のきょうだいが、認可保育所、認定こども園、地

域型保育事業、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達

支援、企業主導型保育事業の通常保育、幼稚園、川崎認定保育園、年度限定型保育事業又

はおなかま保育室を利用している場合（以下、「認可保育所等」という。）の第２子目が本

事業を利用する場合の基本保育料とする。また、人数の数え方については、きょうだいの

年齢に関わらず、認可保育所等を利用している児童を優先して数えるものとする。  
※３ 第３子基本保育料とは、対象児童のきょうだいが、認可保育所等を利用する場合の

第３子目以降が本事業を利用する場合の基本保育料とする。また、人数の数え方について

は、きょうだいの年齢に関わらず、認可保育所等を利用している児童を優先して数えるも

のとする。  
 
別表第４（第１３条関係）  

延長区分  延長保育料（月額）  
３０分延長  １，０００円  
１時間延長  ２，０００円  

１時間３０分延長  ３，０００円  
２時間延長  ４，０００円  



 

 
別表第５（第１４条関係）  

階層区分  
基本補助額（児童１

人当たり月額）  
第２子基本補助額

（児童１人当たり

月額）  

第３子基本補助額

（児童１人当たり

月額）  
Ａ～Ｃ１２  １３５，０００円  １４５，０００円  １５５，０００円  

Ｃ１３～Ｃ１８  １１５，０００円  １３５，０００円  １５５，０００円  
Ｃ１９～Ｃ２３  ９５，０００円  １２５，０００円  １５５，０００円  
Ｃ２４～Ｃ２５  ７５，０００円  １１５，０００円  １５５，０００円  

※１ 第２子基本補助額とは、別表第３における第２子基本保育料が適用される児童に該 
当する場合  
※２ 第３子基本補助額とは、別表第３における第３子以降基本保育料が適用される児童 
に該当する場合  
※３ 月途中で利用開始又は終了した場合の基本補助額は、基本補助額に利用期間日数を 
乗じ２５日で除した額（１０円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。）とする。  
 
別表第６（第１４条関係）  

延長区分  加算補助額（児童１人当たり月額）  
３０分延長  １，６００円  
１時間延長  ３，２００円  

１時間３０分延長  ４，８００円  
２時間延長  ６，４００円  

 
別表第７（第１４条関係）  

延長区分  加算補助額（児童１人当たり月額）  
３０分延長  ６，０３０円  
１時間延長  １２，０６０円  

１時間３０分延長  １８，０９０円  
２時間延長  ２４，１２０円  

 
 
別表第８（第１４条関係）  

障害児区分  加算補助額（児童１人当たり月額）  
重度  ２４１，４００円  
中度  １９３，１２０円  
軽度  １２０，７００円  

 
別表第９（第１４条関係）  

区分  加算補助額（児童１人当たり１回）  
入園前健康診断  ２，０００円  

 
 

別表第１０（第１４条関係）  



 

区分  加算補助額  
新型コロナウイルス感染症に関する基本

保育料の減額に対する補填  
第１３条第４項に基づき減額した額  

 

 


